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能登島地域づくり協議会能登島地域づくり協議会

　

２
０
２
４
年
元
旦
の
午
後
４
時
10
分
、
能

登
地
方
に
私
た
ち
の
誰
も
が
予
期
し
て
い
な

か
っ
た
大
地
震
が
発
生
し
ま
し
た
。

　

こ
の
地
震
で
亡
く
な
ら
れ
た
方
も
お
ら
れ

ま
す
。
衷
心
よ
り
お
悔
や
み
を
申
し
上
げ
ま

す
。

　

私
た
ち
の
能
登
島
で
も
震
度
６
強
を
観
測

し
、
こ
の
地
震
で
色
々
な
場
所
で
大
き
な
被

害
が
出
て
い
ま
す
。

令
和
６
年

能
登
半
島
地
震

　

経
験
し
た
こ
と
の
な
い
大
地
震
に
よ
る
混

乱
の
中
、
自
身
の
集
落
以
外
は
ど
う
な
っ
て

い
る
か
分
か
ら
な
い
と
い
う
状
況
が
続
い
て

い
ま
し
た
が
、
先
般
、
当
協
議
会
の
環
境
防

災
部
会
を
担
う
能
登
島
町
会
連
合
会
が
、
各

集
落
へ
被
害
状
況
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
実
施
。

島
内
20
集
落
の
状
況
が
見
え
て
き
ま
し
た
。

　

①
の
グ
ラ
フ
は
、
各
集
落
に
お
け
る
家
屋

の
被
害
状
況
を
示
す
も
の
で
、
円
グ
ラ
フ
の

濃
い
部
分
が
、
集
落
の
中
で
「
全
壊
」
等
の

大
き
な
被
害
を
受
け
て
い
る
家
屋
が
ど
れ
だ

け
あ
る
か
の
割
合
を
表
し
て
い
ま
す
。

　

今
回
の
地
震
で
は
、
例
え
ば
野
崎
集
落
で

お
よ
そ
２
割
（
５
軒
に
１
軒
）
の
家
屋
が
ダ

メ
に
な
っ
て
い
る
な
ど
、
東
部
地
区
の
集
落

で
家
屋
へ
の
被
害
が
大
き
い
こ
と
、
西
部
地

区
で
も
半
浦
集
落
で
は
大
き
な
被
害
が
出
て

い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　

次
に
、
②
の
グ
ラ
フ
は
、
地
震
発
生
後
、

集
落
に
ど
の
く
ら
い
の
住
民
が
残
っ
て
い
る

か
を
示
す
も
の
で
、
円
グ
ラ
フ
の
濃
い
部
分

が
、
地
震
後
に
自
宅
以
外
の
違
う
場
所
へ
避

難
し
て
い
る
世
帯
の
割
合
を
表
し
て
い
ま

す
。
20
集
落
の
う
ち
、
17
集
落
で
避
難
世
帯

が
存
在
し
て
お
り
、
地
震
の
被
害
は
島
内
の

ほ
ぼ
全
域
に
及
ん
で
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま

す
。

　

こ
の
よ
う
に
今
回
の
地
震
は
、
私
た
ち
の

能
登
島
に
大
き
な
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
て
い
ま

す
。
こ
の
先
も
、
困
難
な
状
況
が
続
く
こ
と

が
予
想
さ
れ
ま
す
が
、
こ
ん
な
時
こ
そ
、
今

ま
で
以
上
に
お
互
い
を
気
遣
い
、
声
を
掛
け

合
い
、
皆
で
協
力
し
て
、
少
し
ず
つ
で
も
立

ち
直
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

①集落ごとの家屋の被害状況
【 住める　 　／　住めない（全壊等） 　 】
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２
被
災
者
支
援
制
度
の

お
知
ら
せ

 　

罹
災
証
明
書
で
「
半
壊
」
以
上
と
認
定

さ
れ
た
方
へ
の
一
時
的
な
住
ま
い
と
し
て
、

最
長
２
年
間
、
建
設
型
・
賃
貸
型
応
急
住
宅

を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

 

◆ 

　

七
尾
市
内
の
仮
設
住
宅

　

２
月
１
日
（
木
）
～
２
月
18
日
（
日
）

　

８
時
～
17
時
ま
で
（
土
・
日
・
祝
日
含
む
）

①
窓
口
申
請　

②
電
子
申
請
サ
ー
ビ
ス

　

２
月
20
日
（
火
）
10
時　

《
ま
ず
は
じ
め
に
！
》

 

◆ 
罹
災
証
明
書
の
申
請

　

罹
災
証
明
書
は
、
各
制
度
の
申
請
や
保

険
の
請
求
等
に
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

住
宅
が
被
害
に
遭
わ
れ
た
方
は
申
請
し
て

下
さ
い
。

　

ま
た
、
納
屋
・
空
き
家
な
ど
建
物
や
自

動
車
等
の
動
産
に
被
害
が
生
じ
た
場
合
も
、

同
様
の
申
請
を
お
願
い
し
ま
す
。

①
窓
口
申
請　

②
郵
送
申
請

③
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
で
の
電
子
申
請

・
罹
災
証
明
書
等
交
付
申
請
書

・
本
人
確
認
書
類
（
運
転
免
許
証
等
）

※

写
真
添
付
は
不
要
で
す
が
、
可
能
な
限

り
多
く
被
害
箇
所
の
写
真
を
撮
影
し
て
お

い
て
く
だ
さ
い
。

〒
９
２
６-

０
０
４
６

七
尾
市
神
明
町
１
番
地
ミ
ナ.

ク
ル
２
階

七
尾
市
総
務
部
税
務
課
課
税
グ
ル
ー
プ

℡
：
５
３-

８
４
１
５

８
時
30
分
～
17
時
15
分

(

土
・
日
・
祝
日
含
む)

 

◆ 

　

屋
根
等
が
被
害
を
受
け
た
住
宅
で
、
降
雨

に
よ
る
雨
漏
り
に
対
応
す
る
た
め
に
ブ
ル
ー

シ
ー
ト
等
の
展
張
作
業
費
及
び
資
材
費
を
補

助
す
る
制
度
で
す
。

※

完
了
期
限
：
令
和
６
年
２
月
29
日(

金)

 

◆ 

　

罹
災
証
明
書
で
「
準
半
壊
」
以
上
の
被
害

を
受
け
た
住
宅
を
対
象
に
、
日
常
生
活
に
必

要
不
可
欠
な
部
分
の
応
急
的
な
修
理
を
行
う

制
度
で
す
。※

罹
災
証
明
書
が
必
要
で
す
。

※

完
了
期
限
：
令
和
６
年
12
月
27
日(

金)

※

両
制
度
と
も
に
住
宅
の
修
理
を
業
者
に
依

頼
し
た
も
の
が
対
象
で
す
。

　

各
制
度
の
修
理
申
込
書
に
必
要
書
類
を
添

付
し
、
担
当
課
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

七
尾
市
役
所 
本
庁
舎
２
階

建
設
部
都
市
建
築
課 
℡
：
５
３-

８
４
２
９

 

◆ 

災
害
ゴ
ミ
に
つ
い
て

　

地
震
に
よ
り
発
生
し
た
災
害
ゴ
ミ
を
受
け

入
れ
て
い
ま
す
。
ご
み
を
番
号
順
に
分
別
し

て
ご
自
身
で
下
ろ
し
て
く
だ
さ
い
。

※

ご
自
身
で
運
び
込
め
な
い
方
は
、
七
尾
市

災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
（
℡
：
５
８-

３
９
５
３
）
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

時
間
：
午
前
９
時
～
午
後
３
時
ま
で

・
奇
数
日
：
旧
七
尾
市

・
偶
数
日
：
旧
田
鶴
浜
、
中
島
、
能
登
島
町

場
所
：
能
登
香
島
駐
車
場
（
石
崎
町
）

①
可
燃
粗
大
ご
み

（
木
製
・
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
家
具
、
布
団
等
）

②
木
く
ず 

③
ガ
ラ
ス
・
陶
磁
器
・
瓦
く
ず

④
コ
ン
ク
リ
ー
ト
く
ず 

⑤
壁
材

⑥
石
膏
ボ
ー
ド
、
ス
レ
ー
ト 

⑦
金
属
く
ず

⑧
小
型
家
電
（
電
池
、
暖
房
器
具
の
灯
油
は

必
ず
抜
い
て
く
だ
さ
い
。）

⑨
リ
サ
イ
ク
ル
家
電
（
テ
レ
ビ
、
冷
蔵
庫
、

各
支
援
制
度
の
申
請

※

支
援
制
度
に
よ
っ
て
は
、
罹
災
証
明
書

が
必
要
と
な
り
ま
す
が
、
交
付
前
で
も

各
種
申
請
は
可
能
で
す
。

 

◆ 

　

県
内
の
民
間
賃
貸
住
宅

・
窓
口
申
請
の
み

※

賃
貸
物
件
を
選
定
し
た
ら
、
必
要
書
類
を

準
備
し
、
市
に
提
出
。

　

各
住
宅
支
援
制
度
の
詳
し
い
内
容
・
申
請

書
の
提
出
は
、
担
当
課
ま
で
お
問
合
せ
下
さ

い
。

七
尾
市
役
所 

本
庁
舎
２
階

建
設
部
都
市
建
築
課 

℡
：
５
３-

８
４
２
９

 

◆ 

　

地
震
に
よ
り
被
災
し
た
半
壊
以
上
の
家
屋

等
を
自
ら
費
用
を
負
担
し
て
解
体
・
撤
去
を

し
た
方
に
対
し
て
、
費
用
が
償
還
し
ま
す
。

※

負
担
し
た
撤
去
費
用
の
全
額
が
償
還
さ
れ

る
と
は
限
り
ま
せ
ん
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ

い
。

：
令
和
６
年
２
月
５
日
～

　

令
和
６
年
９
月
30
日
ま
で
に
、
被
災
家
屋

等
の
解
体
工
事
契
約
を
締
結
し
た
方

 

◆ 

　

地
震
に
よ
り
被
災
し
た
半
壊
以
上
の
家
屋

等
を
、
所
有
者
の
申
請
に
基
づ
き
、
市
町
村

が
所
有
者
の
代
わ
り
に
解
体
・
撤
去
し
ま
す
。

　

令
和
６
年
４
月
１
日
～
（
予
定
）

　

各
解
体
支
援
制
度
の
詳
し
い
内
容
・
申
請

書
の
提
出
は
、
担
当
課
ま
で
お
問
合
せ
下
さ

い
。

七
尾
市
役
所 

本
庁
舎
１
階

市
民
生
活
部
環
境
課 

℡
：
５
３-
８
４
２
１

地
震
に
よ
り
住
宅
に
大
き
な
被
害
を
受
け

ら
れ
た
世
帯
を
対
象
に
、
生
活
の
再
建
を
支

援
す
る
「
被
災
者
生
活
再
建
支
援
金
」
が
支

給
さ
れ
ま
す
。

【
支
給
例
】
：

２
人
以
上
の
世
帯
で
、
住
宅
が
全
壊
し
て
新

た
に
建
設
・
購
入
す
る
場
合
↓
300
万
円

　

詳
細
は
、
担
当
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

七
尾
市
役
所 

本
庁
舎
１
階 

臨
時
窓
口

９
時
～
17
時
ま
で
（
土
・
日
・
祝
日
含
む
）

市
民
生
活
部
防
災
交
通
課 

℡
：
５
３-

６
８
８
０



注意してください！

３

 

◆ 

ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
な
な
お
の

ご
契
約
に
つ
い
て

　

地
震
に
よ
る
住
宅
の
倒
壊
等
で
居
住
で
き

な
い
方
で
、
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
な
な
お
の

サ
ー
ビ
ス
を
休
止
ま
た
は
廃
止
す
る
場
合

は
、
休
止
届
・
廃
止
届
を
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

①
窓
口
申
請　

②
電
子
申
請
サ
ー
ビ
ス

七
尾
市
役
所 

本
庁
舎
１
階

企
画
振
興
部
広
報
広
聴
課 

℡
：
５
３-

８
４
２
３

能
登
島
内
の
支
援
情
報

※

こ
の
情
報
は
１
月
時
点
で
の
情
報
に
な
り

ま
す
。
詳
し
く
は
、
能
登
島
地
域
づ
く
り
協

議
会
公
式
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
・
電
話
・
窓
口
に
て
確

認
、
お
問
合
せ
下
さ
い
。

 

◆ 

給
水
・
支
援
物
資
に
つ
い
て

　

こ
れ
ま
で
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
で
支

援
物
資
等
を
配
布
し
て
い
ま
し
た
が
、
２
月

５
日
（
月
）
か
ら
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
に
て
、

支
援
物
資
と
給
水
車
で
の
水
の
配
給
及
び
給

水
タ
ン
ク
で
の
給
水
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

支
援
物
資
の
数
量
に
は
限
り
が
あ
り
ま
す

の
で
、
必
要
な
分
だ
け
を
持
っ
て
い
っ
て
く

だ
さ
い
。
そ
の
際
は
、
マ
イ
バ
ッ
ク
を
ご
持

参
し
て
お
越
し
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
生
涯
学

習
セ
ン
タ
ー
は
避
難
所
に
も
な
っ
て
お
り
ま

す
の
で
、
配
布
は
外
の
テ
ン
ト
で
配
布
し
て

お
り
ま
す
。

　

給
水
車
・
給
水
タ
ン
ク
の
水
を
取
り
に
来

ら
れ
る
際
は
、
水
を
入
れ
る
容
器
を
お
持
ち

く
だ
さ
い
。

・
支
援
物
資
・
給
水
支
援
：

　

午
前
10
時
～
午
後
３
時
ま
で

・
給
水
タ
ン
ク
に
よ
る
給
水
：

　

い
つ
で
も
利
用
で
き
ま
す
。

※

給
水
車
・
タ
ン
ク
は
無
く
な
り
次
第
終
了

◆ 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
募
集

　

避
難
所
で
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
参

加
し
て
く
だ
さ
る
方
を
募
集
し
ま
す
。

　

ご
協
力
頂
け
る
方
は
、
能
登
島
地
域
づ

く
り
協
議
会
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

勤
務
場
所
：
能
登
島
学
習
セ
ン
タ
ー

勤
務
時
間
：
11
時
～
13
時
／
16
時
～
18
時

活
動
内
容
：
食
事
の
配
膳
・
軽
作
業
・
医

療
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

　

地
域
の
見
守
り
や
声
か
け
活
動
を
民
生

委
員
さ
ん
や
地
域
福
祉
推
進
員
さ
ん
と
協

力
し
て
行
っ
て
い
た
だ
け
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　

お
力
添
え
い
た
だ
け
る
方
は
各
地
区
の

民
生
委
員
さ
ん
か
地
域
づ
く
り
協
議
会
ま

で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

 

◆ 

地
震
に
便
乗
し
た
犯
罪
被
害
に

注
意
し
て
く
だ
さ
い

　

地
震
等
の
天
災
に
便
乗
し
て
「
壊
れ
た
屋

根
に
シ
ー
ト
を
か
け
る
」
等
と
言
っ
て
作
業

を
し
、
不
当
な
料
金
を
請
求
す
る
な
ど
、
家

屋
の
点
検
や
修
理
に
関
す
る
詐
欺
被
害
に
注

意
し
ま
し
ょ
う
。
犯
罪
被
害
等
に
関
す
る
心

配
事
や
悩
み
事
は
一
人
で
抱
え
ず
、
家
族
や

警
察
へ
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
不
在
と
な
っ
た
住
宅
な
ど
を
狙
い

盗
難
被
害
が
発
生
す
る
可
能
性
が
あ
り
ま

す
。
鍵
の
掛
か
る
場
所
に
は
鍵
を
掛
け
、
貴

重
品
は
身
の
回
り
で
保
管
し
ま
し
ょ
う
。 

不

審
者
や
不
審
な
車
を
見
か
け
た
場
合
は
、
警

察
へ
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

七
尾
警
察
署　

℡
：
５
３-

０
１
１
０

警
察
相
談
専
用
電
話　

℡
：
＃
９
１
１
０

 

◆ 

向
田
集
会
所
で
洗
濯
が
で
き
ま
す

　

向
田
町
会
の
ご
厚
意
に
よ
り
、
向
田
集
会

所
の
屋
外
に
洗
濯
機
を
３
台
設
置
し
て
い
ま

す
。
い
つ
で
も
、
ど
な
た
で
も
無
料
で
ご
利

用
で
き
ま
す
の
で
、
洗
濯
で
お
困
り
の
方
は
、

ぜ
ひ
使
っ
て
く
だ
さ
い
。

：
向
田
町
集
会
所
の
軒
下

：
１
月
31
日
（
水
）
～

：

・
洗
剤
や
柔
軟
剤
は
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

・
洗
濯
機
に
は
乾
燥
機
能
は
あ
り
ま
せ
ん
。

 

◆ 

確
定
申
告
出
張
申
告
会 

中
止
及
び

申
告
期
限
延
長
の
お
知
ら
せ

　

地
震
の
影
響
で
会
場
が
震
災
対
応
を
優
先

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
各
地
域
で
の
出
張
申

告
は
行
い
ま
せ
ん
。
ま
た
、
申
告
期
限
を
延

長
し
ま
す
の
で
、
状
況
が
落
ち
着
い
て
か
ら

申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

・
２
月
16
日
（
金
）
～
３
月
15
日
（
金
）

七
尾
市
役
所 

２
階 

２
０
１
会
議
室

・
３
月
18
日
（
月
）
～

ミ
ナ.

ク
ル 

２
階 

税
務
課

※

但
し
、「
所
得
税
」
の
申
告
に
つ
い
て
は
、

七
尾
税
務
署
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

９
時
～
11
時
30
分 

／ 

13
時
～
16
時
30
分

七
尾
市
神
明
町
１
番
地
ミ
ナ.

ク
ル
２
階

七
尾
市
総
務
部
税
務
課
課
税
グ
ル
ー
プ

℡
：
５
３-

８
４
１
５

七
尾
税
務
署 

℡
：
５
２-

３
３
８
１
（
代
表
）

 

◆ 

能
登
島
交
通
よ
り
お
知
ら
せ

　

能
登
島
交
通
の
曲
線
・
南
線
に
続
き
、
祖

母
ヶ
浦
線
を
２
月
５
日
（
月
）
か
ら
臨
時
ダ

イ
ヤ
で
運
行
し
ま
す
。

　

臨
時
バ
ス
の
時
刻
表
に
つ
い
て
は
、
能
登

島
新
聞
の
折
込
チ
ラ
シ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
島
内
は
ま
だ
道
路
状
況
が
悪
く
、

家
屋
等
の
倒
壊
で
車
道
が
狭
く
な
っ
て
い
ま

す
。
バ
ス
と
す
れ
違
う
際
は
十
分
注
意
し
て

く
だ
さ
い
。

洗
濯
機
、
エ
ア
コ
ン
等
） 

⑩
畳

※

特
に
③
～
⑥
は
、
必
ず
土
の
う
袋
等
に
入

れ
て
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

七
尾
市
役
所 

本
庁
舎
１
階

市
民
生
活
部
環
境
課 

℡
：
５
３-

８
４
２
１



４

公
式
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
を

登
録
し
ま
せ
ん
か

　

七
尾
市
の
公
式
ラ
イ
ン
で
は
、
さ

ま
ざ
ま
な
情
報
が
送
ら
れ
て
き
ま

す
。
ま
た
、
能
登
島
地
域
づ
く
り
協

議
会
の
公
式
ラ
イ
ン
で
は
、
能
登
島

地
域
内
の
震
災
に
関
す
る
情
報
を
発

信
し
て
い
ま
す
。

　

ま
だ
登
録
さ
れ
て
い
な
い
方
は
是

非
登
録
し
て
下
さ
い
。

①
２
次
元
コ
ー
ド
を
読
み
取
っ
て
登
録

②
Ｉ
Ｄ
検
索
で
Ｉ
Ｄ
を
入
力
、
ま
た

は
公
式
ア
カ
ウ
ン
ト
で
「
七
尾
市
」

を
検
索
し
て
登
録
し
て
く
だ
さ
い
。

子
ど
も
の
集
い
の
場

開
設
し
ま
し
た

　

能
登
島
小
学
校
が
避
難
所
だ
っ
た
と
き
は

子
ど
も
達
が
集
ま
っ
て
楽
し
そ
う
に
遊
ぶ
姿

が
印
象
的
で
し
た
。

　

小
学
校
の
避
難
所
が
閉
鎖
す
る
た
め
、
１

月
13
日
か
ら
休
校
中
の
小
学
生
を
対
象
に

「
子
ど
も
の
集
い
の
場
」
を
コ
ミ
セ
ン
敷
地

内
の
伝
承
の
館
で
開
設
し
ま
し
た
。

　

１
月
15
日
か
ら
は
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
も

一
緒
に
行
う
こ
と
に
な
り
、
毎
日
15
名
〜
30

名
ほ
ど
の
子
ど
も
た
ち
が
利
用
し
て
い
ま
し

た
。

　

集
い
の
場
に
は
、
時
々
子
ど
も
向
け
に
お

菓
子
や
遊
び
道
具
な
ど
の
物
資
が
届
き
、
ま

た
来
た
い
！
と
言
っ
て
く
れ
る
の
が
嬉
し
い

言
葉
で
し
た
。
学
童
の
先
生
、
保
護
者
や
市

外
か
ら
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
ご
協
力
を
得

て
、
子
ど
も
が
安
心
し
て
過
ご
せ
る
場
と
な

り
ま
し
た
。

　

２
月
か
ら
学
童
が
小
学
校
へ
移
り
、
そ
れ

に
伴
い
集
い
の
場
も
土
曜
日
と
水
曜
日
夕
方

の
通
常
の
島
っ
子
ク
ラ
ブ
の
開
催
日
と
な
り

ま
す
。

　

引
き
続
き
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
様
の
ご
協

力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

避
難
所
の
状
況
に
つ
い
て

　

能
登
島
で
は
発
災
当
初
、
観
光
客
も
含
め

て
200
名
以
上
の
方
が
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー
、
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
、
小
学
校
の
３

か
所
に
避
難
し
て
い
ま
し
た
。

　

避
難
者
の
方
々
は
ご
自
宅
に
帰
宅
さ
れ
た

り
、
市
の
定
住
促
進
住
宅
に
入
居
さ
れ
る
な

ど
し
て
徐
々
に
避
難
所
を
退
所
さ
れ
、
１
月

10
日
に
小
学
校
が
、
28
日
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

セ
ン
タ
ー
が
そ
れ
ぞ
れ
避
難
所
を
閉
鎖
し
ま

し
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
で
は

約
40
人
が
依
然
と
し
て
避
難
生
活
を
送
っ
て

い
ま
す
。
ご
自
宅
が
全
壊
な
ど
困
難
な
状
況

に
あ
る
方
が
多
く
、
避
難
が
長
期
化
す
る
こ

と
が
見
込
ま
れ
ま
す
。

　

い
ま
は
県
外
の
親
戚
宅
な
ど
に
避
難
さ
れ

て
い
る
方
で
も
、
能
登
島
に
戻
り
た
い
が
ご

自
宅
が
住
め
な
い
状
態
で
あ
る
場
合
な
ど

は
、
避
難
所
に
入
所
す
る
こ
と
も
可
能
で
す

の
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

事
業
を
中
心
に
活
動
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。

【
事
業
の
内
容
】

　

被
害
の
大
き
か
っ
た
東
部
の
町
会
を
中
心

に
周
り
、
支
援
物
資
や
飲
料
水
を
配
達
す
る

と
と
も
に
、
手
作
り
の
惣
菜
等
の
販
売
を
行

い
ま
す
。
生
活
福
祉
部
会
と
し
て
民
生
児
童

委
員
や
地
域
福
祉
推
進
員
等
と
連
携
し
、
集

落
の
集
い
の
場
や
支
援
が
必
要
な
方
へ
届
け

ま
す
。

　

被
災
後
の
地
域
住
民
の
交
流
の
場
づ
く
り

と
地
域
産
物
の
有
効
活
用
、
さ
ら
に
は
復
興

後
を
見
据
え
た
観
光
地
と
し
て
の
魅
力
づ
く

り
の
た
め
に
、
地
域
の
民
宿
関
係
者
や
飲
食

事
業
者
・
住
民
グ
ル
ー
プ
と
連
携
し
、
地
域

応
援
マ
ル
シ
ェ
を
開
催
し
ま
す
。

　

町
会
連
合
会
と
連
携
し
、
各
町
会
の
住
居

被
害
や
住
民
の
状
況
に
つ
い
て
聞
取
り
な
ど

の
調
査
を
行
う
と
と
も
に
、
被
害
が
大
き
い

集
落
を
中
心
に
公
的
制
度
や
助
成
金
・
補
助

金
の
活
用
に
つ
い
て
な
ど
の
支
援
を
行
い
ま

す
。

【
資
金
に
つ
い
て
】

　

一
般
か
ら
の
能
登
島
地
区
の
た
め
の
支
援

金
を
地
域
づ
く
り
協
議
会
で
受
け
入
れ
て
い

ま
す
。
詳
し
く
は
協
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

赤
い
羽
根
共
同
募
金
会
が
募
集
し
て
い
る

「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
サ
ポ
ー
ト
助
成
事
業
」
へ

の
申
請
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
を
使
え
な
い
方

は
、
「
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
ル
な
な
お
」

で
も
七
尾
市
の
情
報
が
届
き
ま
す
。

地
域
づ
く
り
協
議
会
の

被
災
者
支
援
事
業
に
つ
い
て

　

こ
れ
ま
で
に
な
い
地
震
被
害
を
受
け
て
、

能
登
島
地
域
づ
く
り
協
議
会
で
は
今
後
当
面

の
間
、
被
災
者
や
集
落
を
支
援
す
る
た
め
の
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